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○
経
済
産
業
省
令
第
百
三
十
四
号

公
益
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
六

号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
六
十
七
条
、
第
七
十
三
条
第
二

項
、
第
八
十
九
条
及
び
第
九
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
指
定
安
全
管
理
審
査
機
関
」
を
「
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
」
に
、
「
指
定
調
査
機
関
」
を
「
登
録
調
査
機
関
」

に
改
め
る
。

「
第
四
章

指
定
安
全
管
理
審
査
機
関
、
指
定
試
験
機
関
及
び
指
定
調
査
機
関
」
を
「
第
四
章

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関

、
指
定
試
験
機
関
及
び
登
録
調
査
機
関
」
に
改
め
る
。
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「
第
一
節

指
定
安
全
管
理
審
査
機
関
」
を
「
第
一
節

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
」
に
改
め
る
。

第
百
五
条
の
見
出
し
中
「
指
定
安
全
管
理
審
査
機
関
」
を
「
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
三

項
中
「
指
定
安
全
管
理
審
査
機
関
」
を
「
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
六
条

削
除

第
百
八
条
の
見
出
し
中
「
指
定
」
を
「
登
録
」
に
改
め
、
同
条
中
「
指
定
安
全
管
理
審
査
機
関
指
定
申
請
書
」
を
「
登
録
安

全
管
理
審
査
機
関
登
録
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

登
記
簿
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

一二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

第
百
八
条
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

審
査
の
業
務
を
行
う
者
が
法
第
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

第
百
八
条
第
六
号
中
「
第
百
十
二
条
各
号
」
を
「
法
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、

同
条
第
七
号
を
削
る
。
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第
百
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
九
条

削
除

第
百
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
安
全
管
理
審
査
の
方
法
）

第
百
十
条

法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

安
全
管
理
審
査
は
、
文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
に
よ
り
、
法
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
審
査
対
象
電
気

工
作
物
設
置
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
置
者
」
と
い
う
。
）
の
法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
を
審
査
す

る
こ
と
。

二

実
地
審
査
は
、
法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保
管
場
所
で
行
う
こ
と
。

三

実
地
審
査
は
、
法
定
事
業
者
検
査
の
立
会
い
、
記
録
及
び
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関

し
て
審
査
を
行
う
こ
と
。

イ

設
置
者
の
法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
文
書
審
査
に
よ
り
確
認
で
き
な
い
事
項

ロ

設
置
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
従
っ
て
当
該
法
定
事
業
者
検
査
が
行
わ
れ
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て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
二
条

削
除

第
百
十
五
条
第
一
項
中
「
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
」
を
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
七
十

一
の
業
務
規
程
届
出
書
に
業
務
規
程
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式

第
七
十
二
の
業
務
規
程
変
更
届
出
書
に
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。「
第
三
節

指
定
調
査
機
関
」
を
「
第
三
節

登
録
調
査
機
関
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
指
定
」
を
「
登
録
」
に
改
め
、
同
条
中
「
指
定
調
査
機
関
指
定
申
請
書
」
を
「
登
録
調
査
機

関
登
録
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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登
記
簿
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

一二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
第
六
号
中
「
第
百
三
十
二
条
に
お
い
て

第
百
二
十
七
条

準
用
す
る
第
百
十
二
条
各
号
」
を
「
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
七
号
を
削

り
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

調
査
の
業
務
を
行
う
者
が
法
第
九
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

第
百
三
十
一
条
第
一
項
中
「
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
」
を
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指

定
調
査
機
関
」
を
「
登
録
調
査
機
関
」
に
、
「
業
務
規
程
設
定
届
出
書
に
業
務
規
程
の
案
」
を
「
業
務
規
程
届
出
書
に
業
務
規

程
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
調
査
機
関
」
を
「
登
録
調
査
機
関
」
に
改
め
る
。

「

第
百
八
条
の
指
定
安
全
管
理
審
査
機
関
指
定
申
請
書
及
び
同
条
第
二
号

様
式
第
百
五

第
百
三
十
八
条
第
一
項
の
表
中

か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類
（
第
七
号
の
契
約
書
の
写
し
を

除
く
。
）

「

「

第
百

十

第
百
八
条
の
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
登
録
申
請
書
及
び
同
条
第
二
号

様
式
第
百
五
十

可
申
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を

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類

に
、

第
百

」

」

可
申

「

十
五
条
第
二
項
又
は
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
業
務
規
程
設
定
認

様
式
第
百
五
十

第
百
十
五
条
第
二
項
の
業
務

請
書
及
び
業
務
規
程
の
案

二

を

十
五
条
第
三
項
又
は
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
業
務
規
程
変
更
認

様
式
第
百
五
十

第
百
十
五
条
第
三
項
の
業
務

請
書
及
び
添
付
書
類

三

」

規
程
届
出
書
及
び
業
務
規
程

様
式
第
百
五
十

「

二

第
百
二
十
七
条
の
指
定
調
査
機
関
指
定
申
請
書
及

に
、

第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類
（
第
七
号
の
契

規
程
変
更
届
出
書
及
び
添
付
書
類

様
式
第
百
五
十

。
）

三

」

「

び
同
条
第
二
号
か
ら

様
式
第
百
六
十

第
百
二
十
七
条
の
登
録
調
査
機
関
登
録
申
請
書
及
び
同
条
第
二
号
か
ら

約
書
の
写
し
を
除
く

一

を

第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類
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」

「

様
式
第
百
六
十

に
、

第
百
三
十
一
条
第
二
項
の
業
務
規
程
設
定
届
出
書
及
び
業
務
規
程
の
案

様
式
第
百
六
十

一

四
の
二

」

」

「

第
百
三
十
一
条
第
二
項
の
業
務
規
程
届
出
書
及
び
業
務
規
程

様
式
第
百
六
十

を

四
の
二

に
改
め
る
。

」

指
定
安
全
管
理
審
査
機
関
指
定
申
請
書

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
登
録
申
請
書

の
指

様
式
第
六
十
九
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

定
の
登
録

指
定
の
区
分

審
査
の
区
分

様
式
第
七
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

）

様
式
第
第
条
関
係

71
115

業
務
規
程
届
出
書

年
月

日



- 8 -

殿

住
所

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
印

別
紙
業
務
規
程
の
と
お
り
業
務
規
程
を
定
め
た
の
で
電
気
事
業
法
第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す

73
。

備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
と
す
る
こ
と

A
4

、
。

２
氏
名
を
記
載
し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
の
場
合
に
お
い
て
署
名
は

、
、

。
、

必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
七
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

）

様
式
第
第
条
関
係

72
115

業
務
規
程
変
更
届
出
書

年
月

日

殿

住
所
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名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
印

別
紙
業
務
規
程
の
と
お
り
業
務
規
程
を
変
更
し
た
の
で
電
気
事
業
法
第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す

73
。

変
更
の
内
容

変
更
予
定
年
月
日

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
と
す
る
こ
と

A
4

、
。

89
89

様
式
第
八
十
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

指
定
調
査
機
関
指
定
申
請
書

登
録
調
査
機
関
登
録
申
請
書

第
条
第
１
項

第

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

条
の
指
定

の
登
録

業
務
規
程
設
定
届
出
書

業
務
規
程
届
出
書

第
条
の
３

第
条
の
３
第

様
式
第
八
十
三
の
二
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

92
92

」
に
改
め
る
。

１
項

様
式
第
八
十
三
の
三
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る

第
条
の
３

第
条
の
３
第
１
項

変
更
内
容

変
更
の
内
容

92
92

。
様
式
第
百
五
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

）

様
式
第
第
条
関
係

150
138
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<H
TM

L>

<H
EA

D
><TITLE>

67
</TITLE></H

EA
D

>
電
気
事
業
法
第
条

<B
O

D
Y

><PR
E>

書
類
名
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
登
録
申
請
書

【

】

【

】

提
出
日

あ
て
先

殿

【

】

【

】

提
出
者
情
報

【

】

氏
名
又
は
名
称

【

】

住
所

適
用
条
文
電
気
事
業
法
第
条

【

】

67

150

【

】

様
式
番
号

【

】

審
査
の
区
分

【

】

審
査
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
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【

】

添
付
情
報

【

】

添
付
資
料

（

）

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（

）

申
請
者
が
法
第
条
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
の
説
明

68

（

）

審
査
の
業
務
を
行
う
者
が
法
第
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
の
説
明

69

（

）

申
請
者
が
法
第
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
の
説
明

69

</PR
E></B

O
D

Y
></H

TM
L>

備
考
様
式
第
の
備
考
１
か
ら
５
ま
で
と
同
様
と
す
る
こ
と

86
。

様
式
第
百
五
十
二
中
「
（

）
」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
改
め

準
用
を
含
む

業
務
規
程
設
定
認
可
申
請
書

業
務
規
程
届
出
書

、
「
（

）
」
を
削
る
。

第
条
に
お
い
て
準
用

88

様
式
第
百
五
十
三
中
「
（

）
」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に

準
用
を
含
む

業
務
規
程
変
更
認
可
申
請
書

業
務
規
程
変
更
届
出
書

改
め
、
「
（

）
」
を
削
る
。

第
条
に
お
い
て
準
用

88

様
式
第
百
六
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（

）

様
式
第
第
条
関
係

161
138

<H
TM

L>

<H
EA

D
><TITLE>

89
</TITLE></H

EA
D

>
電
気
事
業
法
第
条

<B
O

D
Y

><PR
E>

書
類
名
登
録
調
査
機
関
登
録
申
請
書

【

】

【

】

提
出
日

あ
て
先

殿

【

】

【

】

提
出
者
情
報

【

】

氏
名
又
は
名
称

【

】

住
所

適
用
条
文
電
気
事
業
法
第
条

【

】

89

161

【

】

様
式
番
号

【

】

添
付
情
報
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【

】

添
付
資
料

（

）

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（

）

申
請
者
が
法
第
条
の
５
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
条
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
の
説
明

92
68

（

）

申
請
者
が
法
第
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
の
説
明

90

（

）

調
査
の
業
務
を
行
う
者
が
法
第
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
の
説
明

90

</PR
E></B

O
D

Y
></H

TM
L>

備
考
そ
の
他
は
様
式
第
の
備
考
１
か
ら
５
ま
で
と
同
様
と
す
る
こ
と

86
、

。

第
条
の
３

第
条
の
３
第
１
項

業
務
規
程
設
定
届
出
書

業
務
規
程

様
式
第
百
六
十
四
の
二
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

92
92

」
に
改
め
る
。

届
出
書様

式
第
百
六
十
四
の
三
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
条
の
３

第
条
の
３
第
１
項

92
92

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


